
次期計画の体系図について 2010/11/18

大項目
中項目
小項目

ア）健康診査等の充実

イ）健康相談の充実と育児不安の解消

ウ）配慮が必要な子どもの支援

エ）子育て家庭の交流の促進

ア）心身の健康相談の充実

イ）定期健康診断の充実

ウ）支援が必要な児童・生徒の支援の充実

ア）健康診査・がん検診の充実

イ）健康増進事業の充実

ウ）こころの健康づくりの支援

ア）介護予防施策の充実

イ）健康診査・がん検診の充実

ウ）高齢者の社会参加の促進

ア）区民と協働した健康づくりの推進

イ）健康づくりの環境整備

ア）乳幼児と保護者の食育の推進

イ）児童・生徒の食育の推進

ウ）成人の食育の推進

エ）高齢者の食育の推進

１　乳幼児と親の健康づくり

Ⅰ　生涯を通じた健康づくりの推進

２　児童・生徒の健康づくり

３　成人の健康づくり

４　高齢者の健康づくり

５　健康づくりの条件整備を行う

Ⅱ　食を通じて生きる力を育む

１　健全な食習慣の習得と心身の健康増進

エ）学校・家庭・地域・関係機関の連携

１　健全な食習慣の習得と心身の健康増進
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ア）生産者、事業者との交流体験

イ）食文化の伝承

ア）食に関する情報発信

イ）食の安全・安心の確保

ア）食育を推進する人材の育成

イ）関係機関・団体などとの連携、ネットワークづくり

ア）健康危機管理体制の充実

イ）感染症対策の充実

ウ）食中毒防止対策の充実

ア）営業施設等の衛生環境の確保

イ）安全な食生活環境の確保

ア）休日・夜間急患診療体制の充実

イ）地域の医療機能連携の推進

ウ）入院医療体制の充実・確保

エ）医療従事者確保の支援

オ）災害時医療救護体制の構築

２　食を大切にする心を育む

３　健康的で安全・安心な食べ物を選択する力を育てる

４　区民と関係団体・機関との連携と協働を進め、食育
の広がりを目指す

Ⅲ　安心して暮らせる生活環境の確保

１　健康に関する危機管理を行う

２　安全な衛生環境を確保する

１　地域における医療体制を確立する

Ⅳ　安心して医療を受けられる環境を整える

２　食を大切にする心を育む

３　健康的で安全・安心な食べ物を選択する力を育てる

４　区民と関係団体・機関との連携と協働を進め、食育の広がりを目指す

１　健康に関する危機管理を行う
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